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いいえ 

いいえ 

要請期間は、２つに分かれています。「令和４年１月 27日から２月 20日まで」・「令和４年２月 21日から３月６日

まで」のそれぞれについて、以下のフローチャートで支給要件に該当するかご確認ください。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協力金申請判定フローチャート（ブルーステッカー登録店舗） 

※１ 全ての期間 
要請期間の途中に開店又は閉店をした場合は、初日又は末日を「開店日」又は「閉店日」に読み替えてください。 

 
※２ 通常の営業時間 
 営業時間短縮要請が行われていない時の営業時間を指します。 

※３ ブルーステッカー導入の特例措置 
 ブルーステッカーの導入が遅れた場合でも、以下の場合は要請期間の初日までに導入していたものとみなします。 

❶ 要請期間中、営業時間を短縮して営業していた店舗 
ブルーステッカーの導入が遅れたやむを得ない理由があり、要請期間の末日までに導入した場合 

❷ 要請期間中、休業していた店舗 
ブルーステッカーの導入が遅れたやむを得ない理由があり、協力金の支給申請日又は営業再開（開始）日の
いずれか早い日までに導入した場合 

はい 

協力金の申請が可能です 
協力金の対象外です 
（申請できません） 

① 対象施設 

大阪府内に要請対象施設（店舗）をお持ちですか 

④ 営業時間の短縮 

営業時間を午前５時から午後８時までの間に短縮（休業含む）しましたか 

 

② 営業許可証 

全ての期間※１において有効な、飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証をお持ちですか 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

⑤ 酒類の提供（店内持込み含む） 

酒類提供（店内持込みを含む）を自粛しましたか 

⑥ 利用人数等 

同一グループ・同一テーブル４人以内（５人以上の入店案内は控えること）としましたか 

 

⑦ 大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー（ブルーステッカー）」の登録及び掲示（以下「導

入」という。）について 

要請期間の初日までに「感染防止宣言ステッカー（ブルーステッカー）」を導入しましたか 

（要請期間の初日までに導入していない場合も、特例措置※３があります） 

いいえ 

③ 通常の営業時間※２ 

午後８時から翌午前５時までの時間帯に営業を行っている店舗ですか 

はい 

いいえ 

ただし、途中開店の場合は、開店日から令和４年５月 18日までの全ての
期間で営業実態があることが必要です。 


